
〇精神障害等級認定の目安 （『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』より抜粋） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html 

１．「程度」は診断書裏面の記載事項の「日常生活能力の程度」の 5 段階評価です。 

２．「判定程度」は、診断書の記載事項の「日常生活能職の判定」の 4 段階評価について程度の

軽いほうから１～４の数値に置き換え、その平均を算出(小数点 2以下は切捨て)したものです。 

３.表内の「3級」は、障害基礎年金の場合は「2級非該当」と置き換えます。 
 

＜診断書記載の具体例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《考え方》 

日常生活能力の程度は 4 日常生活能力の判定は（3＋3＋3＋2＋3＋3＋４）÷７項目＝平均３  

障害等級の目安の表に照らし合わせると、おおよそ 2 級目安であると判断することができる。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

